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    第３章 施策の進捗状況の評価と今後の方向性    

  

「大阪 21 世紀の環境総合計画」において長期的な目標を定めた６つの主要課題について、施策の進捗状況を

評価して今後の方向性を検討するとともに、個別の計画目標の達成状況について毎年度把握し、外部の意見も取

り入れながら計画を進行管理していきます。 

 

１ 主要課題の進捗状況及び今後の方向性 

（１）資源循環     

【循環型社会推進室 内線：3819】 

【進捗状況の評価】 

平成19年3月に改定した「大阪府廃棄物処理

計画」では、廃棄物の最終処分量を2010（平

成22）年度までに1997（平成９）年度比で概

ね半減するため、2010（平成22）年度におけ

る最終処分量を一般廃棄物については56万ト

ンに、産業廃棄物については53万トンに削減す

ることなどを目標としています。 

一般廃棄物の最終処分量は、平成１９年度に

は６３万トンとなっており、目標の５６万トン

には７万トンの削減が必要です。 

【今後の方向性】 

平成 22 年度目標の達成に向け、平成 19 年 3

月に改定した「大阪府廃棄物処理計画」に基づき、

府民団体や事業者団体、行政からなる大阪府リサ

イクル社会推進会議の「ごみ減量化・リサイクル

アクションプログラム」の推進など、廃棄物の発

生抑制、再使用、再生利用の３Ｒを進めるための

施策を総合的かつ計画的に推進します。 

また、循環型社会形成推進条例に基づき、平成

16 年 4 月に創設したリサイクル製品認定制度

の運用をはじめ循環型社会形成に向けた施策を

展開していきます。 

加えて、平成 17 年 7 月に国から承認を受け

た「大阪府エコタウンプラン」の推進を図ります。 

 

（２）水循環   

【環境管理室 内線：3854】 

【進捗状況の評価】 

健全な水循環を再生するため、水循環に関する

ホームページを開設し広く情報発信するととも

に、雨水浸透施設や貯留施設の設置、多自然川づ

くりや河川浄化事業などの河川環境整備を進め

ました。寝屋川流域においては、平成 16 年５月

に策定した「寝屋川流域清流ルネッサンスⅡ（水

環境改善緊急行動計画）」に基づき、河川の水質

浄化のため下水処理水を導水するなど、水循環の

再生のモデル流域としての取り組みを進めてい

ます。 

また、樹木への灌水、散水や道路への散水等へ

の下水処理水の有効利用を一層図るため、処理水

供給施設「Q 水くん」を 11 箇所の水みらいセ

ンターに設置しており、平成 20 年度末の下水処

理水の有効利用率は約 19％となっています。 

【今後の方向性】 

今後とも、水環境の保全を図るとともに、下水

高度処理水の有効利用推進、森林保全による水源

涵養の促進、農地やため池等の保全・活用による

保水・遊水機能の向上、また府民協働による雨水

利用の促進を通じた啓発や水文化の育成、見出川

流域をモデルとした計画策定事業等、健全な水循

環の再生に向け、総合的な施策の展開を図ります。 

 

 

（３）地球環境（ヒートアイランド対策を含む  

２つの温暖化対策） 

【みどり･都市環境室 内線：3849･3885】 

■ 地球温暖化対策   

【進捗状況の評価】 

「大阪府地球温暖化対策地域推進計画」では平

成 22 年度の府域の温室効果ガス排出量を基準

年度から９％削減することを目標としています。
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平成 19 年度の温室効果ガス排出量は基準年度

と比べ 5.９％減少しました。（2007 年度の電力

の排出係数は 2006 年度と同じとしました。） 

温暖化の防止等に関する条例に基づき、事業活

動や建築物の温暖化対策を推進するとともに、企

業や家庭での省エネルギー行動、府有施設や民間

へのE S C O事業の導入、バイオエタノール 3%

混合ガソリン（E3）をはじめとする新エネルギ

ーの普及を促進しました。また、地球温暖化防止

活動推進センターや NPO、業界団体等で組織す

る協議会に参画し、省エネルギー機器の普及に努

めました。さらに、地球温暖化防止活動推進員と

協働し、各地域で地球温暖化防止の普及啓発を行

いました。 

【今後の方向性】 

「府地球温暖化対策地域推進計画」に基づき、

目標の達成に向けて、前出の条例の円滑な運用や、

毎月 16 日の「ストップ地球温暖化デー」を中心

としたエコアクションの実践の呼びかけ、カーボ

ン・オフセットの取組みの普及などを通じて、府

民、事業者に省エネルギーの取組みを促すととも

に、新エネルギーの普及を図ります。また、地球

温暖化防止活動推進センターや地球温暖化防止

活動推進員、府内市町村や近隣府県、NPO 等の

あらゆる主体と連携し、効果的な温暖化対策を推

進していきます。 

 

■ ヒートアイランド対策   

【進捗状況の評価】 

「大阪府ヒートアイランド対策推進計画」に基

づき、各主体との連携のもとに諸対策を推進して

います。 

平成 20 年度は、前年度に実施したモデル事業

の成果を活用し、「ヒートアイランド対策ガイド

ライン」の普及に取り組みました。大阪市中心部

のモデル街区（大阪駅周辺・中之島・御堂筋周辺

街区）においては、国の補助事業を活用した民間

事業者によるヒートアイランド対策の集中的な

取組みを大阪市、地球温暖化防止活動推進センタ

ーと連携して促進しました。 

「大阪ヒートアイランド対策技術コンソーシ

アム」においては、対策技術の開発・普及等に取

り組みました。 

また、改正自然環境保全条例に基づき一定規模

以上の敷地における建築物の新築・改築・増築を

行なう建築主に対し緑化することを義務付け、温

暖化の防止等に関する条例により事業者の事業

活動に伴う人工排熱の抑制や、建築物の新築、増

改築を行う建築主にヒートアイランド対策を促

進しました。 

さらに、北大阪地域、東大阪市の荒本などにお

いて、下水高度処理水や雨水を利用した打ち水を

とおした各種啓発活動を実施するなど、府民、民

間企業、ＮＰＯ等と協働したヒートアイランド対

策を実施しました。 

【今後の方向性】 

「ヒートアイランド対策ガイドライン」に沿っ

た対策や大阪市中心部のモデル街区におけるヒ

ートアイランド対策の集中した取組みを促進す

るとともに、自然環境保全条例に基づく「建築物

の敷地等における緑化を促進する制度」及び温暖

化の防止等に関する条例の適切な運用に努めま

す。 

また、「大阪ヒートアイランド対策技術コンソ

ーシアム」との連携により、諸対策の推進に努め

ます。 

さらに、北大阪地域や東大阪地域等で雨水等を

利用した打ち水を実施するなど、府民、市町村、

民間企業、ＮＰＯ等と協働したヒートアイランド

対策を引続き実施していきます。 

 

（４）交通環境   

【環境管理室 内線：3890・3895】 

【進捗状況の評価】 

二酸化窒素及び浮遊粒子状物質濃度は緩やか

な減少傾向にあります。二酸化窒素については、

初めて、一般環境測定局、自動車排出ガス測定局

ともに環境保全目標を全局で達成しました。浮遊

粒子状物質については、一般環境測定局、自動車

排ガス測定局ともに環境保全目標を全局で達成し

ました。 

また、騒音については、低騒音舗装の敷設等の
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道路構造対策や交通流対策などの各種環境対策を

講じていますが、依然として騒音に係る環境保全

目標を達成していない状況です。 

【今後の方向性】 

二酸化窒素及び浮遊粒子状物質の環境保全目

標の達成・維持を図るため、平成 15 年７月に策

定した「府自動車 NOx・PM 総量削減計画」に

基づき、低公害車の普及促進、自動車走行量の抑

制、交通流の円滑化等の諸施策を関係機関等と連

携し、計画的、総合的に推進するとともに、大阪

府生活環境の保全等に関する条例に基づく流入

車規制を実施し、自動車 NOx・PM 法の排出基

準適合車等に表示が義務付けられているステッ

カーを交付するとともに条例の実効性を確保す

るため、事業所への立入検査・指導を実施します。 

また、騒音については「大阪府道路環境対策連

絡会議」において道路構造や交通状況に応じて効

果的な対策を検討し、環境保全目標の達成に向け、

総合的・計画的に対策を推進します。 

 

（５）有害化学物質   

【環境管理室 内線：3808】 

【進捗状況の評価】 

2005（平成 17）年度までに府内のダイオキ

シン類の排出量を 2000（平成 12）年度比で約

４割削減することを目標にしていましたが、これ

を達成し、平成 20 年度における排出量は平成

12 年度から 90.6％削減しています。 

また、ダイオキシン類の環境濃度は、大気、

海域水質・底質、地下水、土壌については、環

境保全目標を超過した地点はありませんでした

が、河川の水質・底質で環境保全目標を超過し

た地点があったことから、関係機関と連携し原

因究明調査や周辺事業所の指導等を行いました。 

【今後の方向性】 

今後も、ダイオキシン類に関しては廃棄物焼却

炉等の発生源を設置している事業者に対する排

出抑制指導を徹底します。また、大気、水質、土

壌等のダイオキシン類の環境調査を継続すると

ともに、環境保全目標を達成していない地点につ

いては、その原因の究明と対策に努めます。 

また、アスベストについても府民の健康を守る

ため、アスベスト濃度の実態調査を実施するとと

もに、建築物解体時等における飛散防止対策の徹

底を図るため、大気汚染防止法及び府生活環境の

保全等に関する条例を運用していきます。 

その他の有害化学物質についても、PRTR 法

に基づいて把握した排出量等の情報や大阪府生

活環境の保全等に関する条例に基づく大阪府独

自の化学物質管理の仕組みを活用して、事業者に

よる自主的な化学物質の管理を促進します。 

 

（６）エコロジカルネットワーク   

【みどり･都市環境室 内線：2745】 

【進捗状況の評価】 

生きものの生息・生育環境の場や移動経路の確

保、ゆとりと潤いを共感する景観の形成などに資

するエコロジカルネットワーク（周辺山系とベイ

エリアを結ぶ河川や都市公園を結ぶ緑道などが

形成する水と緑のネットワーク）の形成に向けた

取組みを実施しています。 

平成 20 年度は、府・市関係課でワーキンググ

ループを組織し、市街地における水と緑のエコロ

ジカルネットワークの保全、再生、創出の具体的

手法について検討しました。 

【今後の方向性】 

国、府及び市町村の連携により、エコロジカル

ネットワーク形成に向けた具体的取組みの調整

を行うとともに、自然環境施策の重点的な取組例

としての普及をめざします。 



２　計画目標と達成状況

   本節では、環境総合計画で定めている中期的な目標（平成22年度）と直近3ヵ年度の進捗状況、目標に対する達成状況等について記載しています。　
　平成20年度の実績が調査中のものは把握できる限り最新のデータを記載しています。
　目標に対する達成状況は中期目標に対する達成状況を記載しています。

環境総合計画
に掲げた目標
平成２２年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度

Ⅰ　持続的発展が可能な循環を基調とする元気な社会の実現（循環）
　１　廃棄物の減量化・リサイクルの推進

442万ﾄﾝ／年
(廃棄物処理計画改定後目標
420 万トン)

（平成17年度）
428万ﾄﾝ／年

（平成18年度）
424万ﾄﾝ／年

（平成19年度）
407万ﾄﾝ／年

＜103％（H22目標）＞
H22目標420万トン/年に対するH19
実績407万トン/年の達成率

＜達成見込み＞
Ｈ１9年度時点ですで達成。改定後の目標の
達成についても、Ｈ19年度に達成しており、
概ね達成できると考える。

H19年3月に改定した「大阪府廃
棄物処理計画」に基づき、排出量
削減に努める。

一般廃棄物の再生利用量
 111万ﾄﾝ／年
（廃棄物処理計画改定後目標
88万トン)

（平成17年度）
45万ﾄﾝ／年

（平成18年度）
45万ﾄﾝ／年

（平成19年度）
44万ﾄﾝ／年

＜50％（H22目標）＞
H22目標88万トン/年に対するH19実
績44万トン/年の達成率

＜達成困難＞
Ｈ19実績では目標達成は、厳しい状況。Ｈ19
年3月の「大阪府廃棄物処理計画」で、目標
改定し、引き続き分別収集の拡充・資源化施
設の整備促進等に努める。

H19年3月に改定した「大阪府廃
棄物処理計画」に基づき、分別収
集の拡充・資源化施設の整備促
進等に努める。

 275万ﾄﾝ／年
（廃棄物処理計画改定後目標
276万トン)

（平成17年度）
313万ﾄﾝ／年

（平成18年度）
311万ﾄﾝ／年

（平成19年度）
301万ﾄﾝ／年

H19年3月に改定した「大阪府廃
棄物処理計画」に基づき、適正処
理に努める。

一般廃棄物最終処分量
56万ﾄﾝ／年
（廃棄物処理計画改定後目標
 56万トン)

（平成17年度）
70万ﾄﾝ／年

（平成18年度）
67万ﾄﾝ／年

（平成19年度）
63万ﾄﾝ／年

＜88％（H22目標）＞
H22目標56万トン/年に対するH19実
績63万トン/年の達成率

＜達成見込み＞
廃棄物処理計画の17年度目標（84万トン）を
達成（17年度実績70万トン）しており、概ね達
成できると考える。

H19年3月に改定した「大阪府廃
棄物処理計画」に基づき、排出量
削減、再生利用の促進による最
終処分量の削減に努める。

1,977万ﾄﾝ／年
（廃棄物処理計画改定後目標
1,766 万トン)

＜117％達成（改定前目標）＞
H22目標1,977万トン／年をH17実績
で達成(H19年3月にH22目標を1,766
万トン／年に変更)

H19年3月に改定した「大阪府廃
棄物処理計画」に基づき、環境マ
ネジメントシステムの導入促進等
により発生抑制・排出量削減に
努める。

産業廃棄物の再生利用量
 543万ﾄﾝ／年
（廃棄物処理計画改定後目標
568万トン）

＜100％達成（改定前目標）＞
H22目標543万トン／年をH17実績で
達成(H19年3月にH22目標を568万ト
ン／年に変更)

H19年3月に改定した「大阪府廃
棄物処理計画」に基づき、混合廃
棄物の分別の徹底や建設汚泥
の現場内利用の促進等により再
生利用量の拡大に努める。

1,334万ﾄﾝ／年
（廃棄物処理計画改定後目標
1,144万トン)

＜単独項目での評価不適＞
　（理由は右欄を参照）

H19年3月に改定した「大阪府廃
棄物処理計画」に基づき、中間処
理施設の整備促進により減量化
に努める。

産業廃棄物最終処分量
 100万ﾄﾝ／年
（廃棄物処理計画改定後目標
53万トン)

＜149％達成（改定前目標）＞
H22目標100万トン／年をH17年度
実績で達成(H19年3月にH22目標を
53万トン／年に変更)

H19年3月に改定した「大阪府廃
棄物処理計画」に基づき、排出量
削減・再生利用等による最終処
分量の削減に努める。

95%

＜87%(H22目標）＞
建設発生木材のみ未達成。Ｈ22目
標95%に対するＨ17実績82.6%の達
成率87％。ｺﾝｸﾘｰﾄ塊・ｱｽﾌｧﾙﾄ塊は
達成。

ｺﾝｸﾘｰﾄ塊・ｱｽﾌｧﾙﾄ塊については、H17年度
時点で達成しており、概ね達成できると考え
る。建設発生木材については、Ｈ22目標95%
に対するＨ17実績で、82.6%（達成率87％）。
H17実績しかデータがなく、評価は困難。

H19年3月に改定した「大阪府廃
棄物処理計画」に基づき、工事業
者における自主的取組や、建設
発生木材・建設混合廃棄物の分
別排出・再生利用の促進に努め
る。

下水汚泥のリサイクル率 50% 37% 35% 32%
＜70%＞
H22目標50%に対するH20実績32%の
達成率

＜引続き達成に努める＞
H22目標達成には、新たなリサイクル手法
等の検討が必要

民間事業者等と共同研究を行
うなど新たなリサイクル手法
等の検討に取り組む

都市整備部
 下水道室
　事業課
（内線：3959）

産業廃棄物排出量
（平成17年度）
1,728万トン／年

産業廃棄物の中間処理による減
量

部局名

（平成17年度）
ｺﾝｸﾘｰﾄ塊　98.9%
ｱｽﾌｧﾙﾄ塊　99.9%
建設発生木材　82.6%

環境農林水産部
 循環型社会推進室
  産業廃棄物指導課

　（内線：3825）

進捗状況

（平成17年度）
545万トン／年

目標に対する
達成状況

項　　　目

一般廃棄物の中間処理による減
量

（平成17年度）
1,115万トン／年

（平成17年度）
67万トン／年

特定建設資材廃棄物リサイクル
率

＜単独項目での評価不適＞
H19実績ですでに目標を上回っているが、排出量から再生利用量と最終処分量を
差引いたもので、排出量や再生利用量、最終処分量と総合的に評価するものであ
り、単独の項目での評価はできない。

環境農林水産部
 循環型社会推進室
  資源循環課

　（内線：3819）

一般廃棄物排出量（※１）

・排出量、再生利用量、最終処分量について
は、Ｈ１７年度時点ですでに目標達成。

・Ｈ19年3月の「大阪府廃棄物処理計画」の改
定に併せ、より減量化を推進する方向で目標
の改定を行ったが、産業廃棄物は、改定以
後は排出量等のデータがないため現時点で
の改定目標値に対する評価不可。

・中間処理による減量については、排出量か
ら再生利用量と最終処分量を差引いたもの
で、排出量の減量化の推進や再生利用量の
増加等により減少することから、排出量、再
生利用量、最終処分量と総合的に評価する
ものであり、単独の項目での評価はできな
い。

最新の実績を踏まえた
目標達成の見通し

目標達成に向けた方策等
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環境総合計画
に掲げた目標
平成２２年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度

部局名
進捗状況 目標に対する

達成状況
項　　　目

最新の実績を踏まえた
目標達成の見通し

目標達成に向けた方策等

森林資源の利用
・府内産木材の利用を増やします
・「おおさか材のいえ」の建設：50
棟／年

「おおさか材のいえ」12棟 「おおさか材のいえ」12棟 「おおさか材のいえ」12棟
＜26％＞
H22目標50棟/年に対するH15～20
の平均建設棟数13棟の達成率

＜達成困難＞
これまでの年間生産量が１５棟前後であり、
目標達成は困難と思われる。

（社）大阪府木材連合会等の木
材業界とも連携しながら府内産
材の家づくりを支援する。

環境農林水産部
 みどり･都市環境室
  みどり推進課
（内線：2752）

平成19年度の食品リサイクル法
基本方針による目標値見直しに
従い設定（注：国において、平成
19年12月に、個々の事業者の取
組状況に応じた再生利用等の実
施率の目標が新たに設定された）

実務講習会を実施した 実務講習会を実施した 実務講習を実施した

＜現時点で評価不可＞
実施率については、Ｈ20年度以降、
報告徴収と立入検査の権限を有す
る国が、食品関連事業者に対して
直接確認することとなっている

＜現時点で評価不可＞
H20年度から国が実施する報告徴収の結果
を踏まえ、国が事業者に対して設定した目標
の達成に向けた啓発活動等をさらに進める。

初回の結果を踏まえながら、啓
発活動等を進める。

環境農林水産部
 流通対策室
（内線：2782）

　２　水循環の再生

下水処理水再利用率 30% 18% 19% 19%
＜63%＞
H22目標30%に対するH20実績19%の
達成率

＜引続き達成に努める＞
新規建設中の竜華・なわて水みらいセンター
での利用促進を図る

関係機関と協議、調整をし、更な
る利用促進を図る。

都市整備部
 下水道室
　事業課
（内線：3959）

人工林
  間伐の実施率
　概ね90%

間伐実施率58％
スギ・ヒノキ人工林の間伐必
要面積　1,296haのうち、
748haの間伐を実施

間伐実施率65％
スギ・ヒノキ人工林の間伐必
要面積　1,278haのうち、
828haの間伐を実施

間伐実施率62％（暫定値）
スギ・ヒノキ人工林の間伐必要
面積　1,254haのうち、
772haの間伐を実施

＜64%＞
H22目標90%に対するH19実績58%の
達成率

＜達成可能＞
放置森林対策行動計画の推進により概ね達
成可能

各種国庫補助事業メニューの活
用による予算確保に努めるほ
か、森林審議会の答申を得た放
置森林に関する新たな森林管理
システムを実行

環境農林水産部
 みどり･都市環境室
  みどり推進課
（内線：2753）

雑木林
　維持管理活動
　の促進

みどりのトラスト協会による
みどり保全活動の実施（府
内14箇所でのべ4821人が参
加）

みどりのトラスト協会による
みどり保全活動の実施（府
内14箇所でのべ3954人が参
加）

みどりのトラスト協会によるみ
どり保全活動の実施（府内14
箇所でのべ3458人が参加）

＜概ね達成＞
トラスト協会を中心に、ＮＰＯやボラ
ンティアによる維持管理活動が一定
定着

＜達成可能＞
トラスト協会が中心となった維持管理活動の
定義とともに協会の指導により自主的な活動
団体が定着

協会の活動を着実に実施すると
ともに自主的な活動団体の要請
に努める

環境農林水産部
 みどり･都市環境室
  みどり推進課
（内線：2745）

放置竹林
  健全化と拡大
　防止

アドプトフォレスト制度によ
り、放置竹林の整備や竹材
の活用を実施中

アドプトフォレスト制度によ
り、8社・団体が放置竹林の
整備等に取組んでいる

アドプトフォレスト制度により、
１５社・団体が放置竹林の整備
等に取組んでいる

＜概ね達成＞
企業をはじめとした多様な主体の参
画により、引続き放置竹林の健全
化や竹材の利用拡大に努める

＜概ね達成＞
企業をはじめとした多様な主体の参画によ
り、引続き放置竹林の健全化や竹材の利用
拡大に努める

現行の「アドプトフォレスト」制度
の継続的な推進に加え、放置森
林対策行動計画に基づき放置竹
林の健全化と拡大防止に努め
る。

環境農林水産部
 みどり･都市環境室
  みどり推進課
（内線：2752）

生駒山系グリーンベルト
整備

モデル流域の拡張

大東市では「森づくりクラブ」
が設立し、月２回の保全活
動を開催
東大阪市において保全活動
を２ヶ月に１回開催
Ｈ１８より寝屋川市の「ねや
川水辺クラブ」と連携し森林
保全活動２回と源流ハイキ
ングを開催

大東市では「大東の杜ネット
ワーク」が発足し、２ヶ月に１
回会議を開催
東大阪市において保全活動
を２ヶ月に１回開催
寝屋川市おいて保全活動２
回と源流ハイキングを開催
また、交野市、八尾市におい
て保全活動に参加する人を
育成する講座を開催するな
ど着実に進捗

大東市では「大東の杜ネット
ワーク」が、２ヶ月に１回会議を
開催
東大阪市、寝屋川市、交野市
において森林保全活動を展開
寝屋川市において源流ハイキ
ングを開催
また、八尾市において保全活
動に参加する人を育成する講
座を開催するなど着実に進捗

＜概ね達成＞
NPO、市民団体等と連携し、樹林帯
の保全と保育について取り組んでお
り、当面自主活動グループの育成を
目標に支援を行っていく

＜達成可能＞
住民中心による活動団体が設立され、今後、
団体を中心に様々な活動が展開される。

現在の取り組みを着実に実施す
る。
各関係市と調整する

都市整備部
 河川室
  ダム砂防課
（内線：2955）

緑地の
整備

府営公園
967.0ｈａ
（都市基盤整備中期計画の目標
980ha）

920.5ha 937.9ha 943.0ha
＜98%＞
H22目標967.0haに対するH20までの
実績943haの達成率

＜達成困難＞
H20時点で達成率98%であるが、H22目標は
達成困難の見込み

現在の取り組みを着実に実施
都市整備部
 公園課
（内線：2982）

食品関連事業者などによる食品
廃棄物の減量化・リサイクルなど
の実施率

森
林
の
保
全

水源林の保全・整備

-
 4

3
 -



環境総合計画
に掲げた目標
平成２２年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度

部局名
進捗状況 目標に対する

達成状況
項　　　目

最新の実績を踏まえた
目標達成の見通し

目標達成に向けた方策等

河川・渓流 親水護岸　220km 164Km 165Km 168km
＜76%＞
H22目標220kmに対するH20までの
実績168kmの達成率

＜達成困難＞
H20時点で達成率168㎞（76％）であるが、現
在の取り組みを着実に実施していく。

現在の取り組みを着実に実施し
ていくとともに、住民とのワーク
ショップ等を積極的に実施してい
く。

都市整備部
　河川室
　河川整備課
（内線：2934　）

海岸 適切な保全

砂浜に砂を投入し、海岸の
保全に努めるとともに、海岸
清掃活動（延べ888人参加、
ごみ9.0トン回収）を行うなど
海岸の美化にも努めている

砂浜に砂を投入し、海岸の
保全に努めるとともに、海岸
清掃活動（延べ833人参加、
ごみ5.0トン回収）を行うなど
海岸の美化にも努めている

砂浜に砂を投入し、海岸の保
全に努めるとともに、海岸清掃
活動（延べ944人参加、ごみ
3.06トン回収）を行うなど海岸
の美化にも努めている

＜概ね達成＞
砂浜に砂を継続的に投入し、保全
に努めるとともに、ＮＰＯや府民等と
共同で実施したアドプト活動を通じ、
清掃活動を行うなど海岸美化に努
めている

＜達成見込み＞
概ね達成しており、現在の事業を継続するこ
とにより達成可能。

現在の取り組みを継続的に行
い、地域参加団体の清掃・美化
活動への間接的な支援を行って
いく。

都市整備部
 港湾局
（内線：8322-701）

生活排水処理率 100%
89.6％（平成17年度）
※生活排水処理整備率
92.7％（平成17年度）

90.5％（平成18年度）
※生活排水処理整備率
93.4％（平成18年度）

91.4％（平成19年度）
※生活排水処理整備率
94.2％（平成19年度）

＜91.4%＞
H22目標100%に対するH19までの実
績91.4%の達成率

＜達成に向け取組推進＞
取組みにより処理率は向上してきているが、
目標達成のためには、一層の生活排水処理
施設の整備促進等の対策が必要。

大阪府生活排水対策推進会議
の取組みを通じて、下水道や合
併処理浄化槽などの処理施設の
効果的・計画的な整備促進を市
町村に働きかけるとともに、府民
啓発等を推進する。

環境農林水産部
 環境管理室
  環境保全課
（内線：3854）
健康医療部
 環境衛生課
（内線：2577）
都市整備部
下水道室
　事業課
（内線：3959）

＜健康項目　概ね達成＞
H20時点で概ね達成しており、引き続き達成
の見通し。

＜BOD（河川）　達成に向け取組推進＞
H20時点で達成率81.3%と達成率は向上して
きているが、H22目標達成にはさらなる汚濁
負荷削減対策が必要。

＜COD（海域）　達成に向け取組推進＞
H20時点で達成率50%であり、H22目標達成
にはさらなる汚濁負荷削減対策が必要。

干潟：36.8ha

＜干潟　達成不確定＞
H１8時点で達成率50%であり、達成率の進捗
に向けて取り組むが、H22目標達成は不確
定。

藻場：57.7ha
(水産課創造事業分)

＜藻場　達成済＞

　３　環境に配慮したエネルギー利用の促進

909PJ
1,208PJ 1,197PJ -

＜未達成＞
H22目標909ＰＪまで288ＰＪの削減を
要する

＜達成困難＞
計画策定当時の将来推計と比較して、社会
的条件が大きく変化したことから、民生部門
における削減対策が進まず、達成が困難な
状況。

省エネルギーについて情報発信
（エコアクションの推進等）に努め
る。

環境農林水産部
 みどり・都市環境室
  地球環境課

（内線：3822）

太陽光発電 40万kW 5万6千kW 7万kW 8.3万kW
＜20.8%＞
H22目標40万kWに対するH20実績
の達成率

＜達成困難＞
大規模な設置計画もあることから大幅な実績
増加が見込まれるが、H22年度時点での達
成については難しい

H21年度より「ソーラーのまち大
阪推進事業」を創設し、太陽光発
電の普及促進やグリーン電力証
書を活用したビジネスモデルの
構築を図る。

クリーンエネルギー自
動車
（※２）

6万台 2万2千台 2万7千台 3万3千台
＜55%＞
H22目標6万台に対するH20実績の
達成率

＜達成可能＞
国によるエコカー減税や補助金制度の創設
によりハイブリッド車を中心に大幅な導入増
加が見込まれ、引き続き普及促進の取組み
を実施することで達成可能

クリーンエネルギー自動車全体と
してのさらなる普及促進に向けた
方策について、検討を行う。

＜干潟　50%＞
＜藻場　達成（121%）＞
H22目標（干潟63.4ha、藻場47.7ha）
に対するH20までの実績（干潟
31.4、藻場57.7）の達成率

干潟：63.4ha
藻場：47.7ha

干潟：36.8ha
藻場：49.7ha
（水産課創造事業分）

干潟：36.8ha
藻場：49.7ha
（水産課創造事業分）

環境農林水産部
 みどり・都市環境室
  地球環境課

（内線：3822）

健康項目　99.8%

BOD（河川） 72.5%

COD（海域） 40.0%

親水空間
の整備

健康項目　概ね100％

BOD（河川）概ね100%

COD（海域）概ね80%

公共用水域
（環境保全目標達成率）

都市整備部
　港湾局
（内線：8322-709）
環境農林水産部
 水産課
（内線：2767）

健康項目　99.8%

BOD（河川） 71.3%

COD（海域） 40.0%

健康項目　99.7%

BOD（河川） 81.3%

COD（海域） 40.0%

環境農林水産部
 環境農林水産総合研究所
(06-6972-5862)
 環境管理室環境保全課
（内線：3854）

＜健康項目　概ね達成＞
＜BOD（河川）　81.3%＞
＜COD（海域）　50%＞
H22目標（健康項目「概ね100%」、
BOD「概ね100%」、COD「概ね80%」）
に対するH20実績（健康項目99.7%、
BOD81.3%、COD40.0%）の達成率

大阪湾の浅海域における干潟、
藻場の保全・再生

新
エ
ネ
ル
ギ
ー
導
入

エネルギー消費量

H19年６月策定の第６次総量削
減計画等に基づき、生活排水処
理施設の整備などを進め、府域
河川や大阪湾に流入する汚濁負
荷のより一層の削減を図るととも
に、直接浄化や教育、啓発等の
各種対策を総合的に推進する。

　干潟については、浚渫土砂の
有効活用を図るべく、人工干潟
へ優先的に投入が行われる関係
機関と協議・調整し、投入土砂の
確保に努める。
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環境総合計画
に掲げた目標
平成２２年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度

部局名
進捗状況 目標に対する

達成状況
項　　　目

最新の実績を踏まえた
目標達成の見通し

目標達成に向けた方策等

廃棄物燃料製造 4万ｋL（原油換算） 製造施設なし 製造施設なし
（平成19年度）
8.9万kL

＜222%＞
H22目標4万kLに対するH19実績の
達成率

＜達成＞
当初主にRDFを想定していたが、近年著しく
増加している産業廃棄物由来燃料（RPF等）
の製造実績により、目標達成。

廃棄物発電 30万kW
（平成17年度）
18万kW

（平成18年度）
18万kW

（平成19年度）
21万kW

＜69%＞
H22目標30万ｋWに対するH19実績
の達成率

＜達成困難＞
現状の進捗では、困難と思われる。

ごみ焼却工場等の新設・建替計
画に本設備の設置を組み込むこ
とにより、導入を進める。

廃棄物熱利用 1.4万ｋL（原油換算）

（平成17年度）
熱供給　0.58万KL　16施設（13
工場）
自家利用　48施設（38工場）

（平成18年度）
熱供給　0.6万KL　17施設（14工
場）
自家利用　48施設（38工場）

（平成19年度）
熱供給　1.3万kL　13施設（13
工場）
自家利用　45施設（38工場）

＜93%＞
H22目標1.4万ｋLに対するH19実績
の達成率

＜達成可能＞
現状、外部供給を行っている13施設のうち、
供給熱量を把握している8施設の集計で概ね
達成している。他の5施設についても同様の
外部熱供給を行っており、施設規模も同等で
あることから、実質的に達成可能と考えられ
る。

ごみ焼却工場等の新設・建替計
画に本設備の設置を組み込むこ
とにより、導入を進める。
また、熱供給事業者の協力を得
て、より詳細な実態把握に努め
る。

温度差エネルギー 0.5万ｋL（原油換算）
（平成17年度）
0.37万KL

（平成18年度）
0.46万KL

（平成19年度）
0.44万kL

＜88%＞
H22目標0.5万ｋLに対するH19実績
の割合

＜達成可能＞
今後のさらなる導入エリアの拡大が見込まれ
るため、達成は可能と考えられる。

天然ｶﾞｽｺｰｼﾞｪﾈﾚｰｼｮﾝ 72万kW 54万kW 56万kW 58万kW
＜81%＞
H22目標72万ｋWに対するH20実績
の達成率

＜現時点では評価不可＞
現状として達成率が80%を超えており、今後も
導入量増加が見込まれるが、家庭用設備の
伸びが予測できないため、H22年度時点での
達成の可否については評価できない。

燃料電池 14万kW 600kW 600kW 600kW
＜0.4%＞
H22目標である14万ｋWに対する
H20実績の達成率

＜達成困難＞
現状の進捗では、困難と思われる。

セミナーや展示会等により普及
促進を一層推進する。

太陽熱利用 35万kL（原油換算）

（平成16年度）
2万1千KL
（平成16年度全国消費者実
態調査結果をもとに算出）

（平成16年度）
2万1千KL
（平成16年度全国消費者実
態調査結果をもとに算出）

（平成16年度）
2万1千KL
（平成16年度全国消費者実態
調査結果をもとに算出）

＜6％＞
H22年目標である35万kLに対する
H16実績の達成率

＜達成困難＞
現状の進捗では、困難と思われる。

木質ﾍﾟﾚｯﾄ製造ﾌﾟﾗﾝﾄの整備 － － －
＜達成＞
H14年8月に高槻市に整備完了

＜達成済＞ －

ﾊﾞｲｵﾏｽｴﾈﾙｷﾞｰ活用ﾓﾃﾞﾙ施設の
設定50箇所

ペレットストーブ15台（累計） ペレットストーブ15台（累計） ペレットストーブ22台（累計）
＜40%＞
H22目標50箇所に対するH20までの
達成率

＜達成困難＞
現在の進捗では困難と思われる。

モデル施設において、普及のた
めの啓発活動を行う

ｶﾞｽ化技術の開発・普及
企業に対して本技術の導入
について説明を実施

企業等からの導入要望等な
しのため、進捗なし

企業等からの導入要望等なし
のため、進捗なし

＜未達成＞
企業・団体より同技術導入要望なし

＜達成困難＞
現在の進捗では困難と思われる。

事業実現の可能性を含め、今後
の対応を検討

　４　地球環境保全に資する取組み

府域の温室効果ガス排出量を基
準年度(1990年度、代替フロン等
は1995年度)から9％削減

３．６％削減 ５．９％削減（※３） - ＜達成の見込み＞

温暖化防止条例の対象事業者
に対する計画的な対策指導、家
庭や企業における省エネルギー
行動等の促進などに重点的に取
り組む。

（参考）温室効果ガス種別の排出
量の推移

温室効果ガス名
二酸化炭素 5,356万CO2換算ﾄﾝ 5,267万CO2換算ﾄﾝ（※３） -

メタン 11万CO2換算ﾄﾝ 11万CO2換算ﾄﾝ -

一酸化二窒素 51万CO2換算ﾄﾝ 51万CO2換算ﾄﾝ -
代替フロン等 154万CO2換算ﾄﾝ 111万CO2換算ﾄﾝ -

合　　計 5,572万CO2換算ﾄﾝ 5,440万CO2換算ﾄﾝ（※３） -

森林（木材）資源を活用した新素
材、新商品などの開発促進

－ － －
＜達成＞
H15にパソコンラック商品化完了

＜達成済＞ －

「府内産木材利用指針」の策定 － － －
＜達成＞
H15年3月に指針策定完了

＜達成済＞ －

新
エ
ネ
ル
ギ
ー
導
入

環境農林水産部
 みどり・都市環境室
  地球環境課

（内線：3822）

環境農林水産部
 みどり･都市環境室
  みどり推進課
（内線：2752）

環境農林水産部
 みどり･都市環境室
  みどり推進課

（内線：2752）

木質バイオマスエネルギー

＜未達成＞
9％削減目標に対して5.9％削減

温室効果ガス排出量

環境農林水産部
 みどり･都市環境室
  地球環境課

（内線：3885）

木材・木質資源の利用

-
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環境総合計画
に掲げた目標
平成２２年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度

部局名
進捗状況 目標に対する

達成状況
項　　　目

最新の実績を踏まえた
目標達成の見通し

目標達成に向けた方策等

「府内産木材ﾗﾍﾞﾘﾝｸﾞ制度」の創
設

大阪府森林組合が府内産
材証明を実施中

府内産材の合法性や産地の
証明を行う認証システムの
設計及びプログラムの開発
を実施

府内産材の合法性や産地の
証明を行う認証システム及び
プログラムの実証試験を実施

＜未達成＞
木材流通の起点から終点までの関
係者のネットワーク化が未整備であ
るため、認証制度の構築には時間
を要する。

＜達成可能＞
関係者のネットワーク化など、本制度の課題
整理を行うことにより達成は可能。

関係者のネットワーク化など、本
制度の課題整理を行いつつ、大
阪府森林組合や（社）大阪府木
材連合会等に対し、指導を行う。

河内林業地でのFSC認証取得
（※４）

おおさか河内材利用推進
ネットワークにおいて認証の
勉強会を開催

おおさか河内材利用推進
ネットワークにおいて、認証
導入に向けて、一般ユー
ザーに対する森林体験及び
見学ツアーを実施

おおさか河内材利用推進ネッ
トワークにおいて、認証導入に
向けて、一般ユーザーに対す
る森林体験及び見学ツアーを
実施

＜未達成＞
認証条件を満たす森林管理や木材
の流通システムの構築に時間を要
する。

＜達成困難＞
認証条件を満たす森林管理や木材の流通シ
ステムの構築に時間を要するため達成は困
難。

課題を整理しつつ、木材団体や
NPO等と連携を図りながら、森林
認証制度（FSC)の認証取得に向
けて取り組みを指導する。

ｸﾞﾘｰﾝ購入法に基づく間伐材の利
用促進

大阪府認定リサイクル製品
学習会を開催

「大阪府リサイクル製品認定
制度」で38種の間伐材利用
製品を認定

「大阪府リサイクル製品認定制
度」で１７種の間伐材利用製品
を認定

＜概ね達成＞
７９種の間伐材利用製品が大阪府
リサイクル製品に認定されグリーン
調達の対象となっている

＜達成見込み＞
さらに多くの間伐材利用製品が大阪府リサイ
クル製品に認定され概ね達成の見込み

リサイクル製品説明会を継続して
開催

　５　ヒートアイランド対策

長期目標としての15%を目指す
＜66%＞
H22目標15%に対して、H15実績9.9%
の達成率

＜現時点で算出不可＞
H24年度に実施する緑被率調査結果をふま
え、各種施策の見直しを行い、目標の達成に
努める。

環境農林水産部
 みどり･都市環境室
  みどり推進課
（内線：2742）

967.0ｈａ
（都市基盤整備中期計画の目標
980ha）

920.5ha 937.9ha 948.0ha
＜98%＞
H22目標967.0haに対するH20までの
実績948haの達成率

＜達成困難＞
H20時点で達成率98%であるが、H22目標は
達成困難の見込み

現在の取り組みを着実に実施
都市整備部
 公園課
（内線：2982）

民間施設の壁面緑化３施設・屋
上緑化５施設に助成

民間施設の壁面緑化３施
設・屋上緑化５施設に助成

民間施設の壁面緑化２施
設・屋上施設３施設に助成

民間施設の壁面緑化１施設・
屋上緑化１施設・接道部等の
緑化２施設に助成

＜概ね達成＞
H14～20年で38施設の屋上・壁面緑
化等に助成

＜達成可能＞
H18年4月1日に自然環境保全条例が施行さ
れたことにより、民間施設に緑化義務が課さ
れたこと及び府有施設に対し高い緑化基準
を課したことや本府緑化施策の継続実施に
より達成可能

現在の取り組みを着実に実施

環境農林水産部
 みどり･都市環境室
  みどり推進課
(内線：2742）

※２　　天然ガス自動車、メタノール自動車、電気自動車のほかガソリン等石油燃料等と電気を併用するハイブリッド型自動車のこと
※３　　2007年度の電力の排出係数は2006年度と同じとした。
※４　　FSC（森林管理協議会）が認定した認証機関により「適切な森林管理」を認証し、その森林で生産された木材や木材製品をラベリングする制度のこと

環境総合計画
に掲げた目標
平成２２年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度

Ⅱ　環境への負荷が少ない健康的で安心なくらしの確保（健康）
　１　自動車公害の防止

環境保全目標の達成

二酸化窒素：一般局100％
　　　　　　　　自排局87.2％
浮遊粒子状物質：
　　　　　　　　一般局97.1％
　　　　　　　　自排局94.4％

二酸化窒素：一般局100％
　　　　　　　　自排局94.6％
浮遊粒子状物質：
　　　　　　　　一般局98.5％
　　　　　　　　自排局97.1％

二酸化窒素：一般局100％
　　　　　　　　自排局100％
浮遊粒子状物質：
　　　　　　　　一般局100％
　　　　　　　　自排局100％

＜達成＞
二酸化窒素及び浮遊粒子状物質と
も100％達成。

＜達成見込み＞
H22目標は達成する見込みであるが、気象条
件や社会経済の変動に影響されるため、確
実な達成をめざして、局地汚染地域の解消
や対策地域外からの流入車への対応等が必
要

「大阪府自動車排出窒素酸化物
及び自動車排出粒子状物質総
量削減計画」の諸施策を関係機
関等と連携し、着実に実施すると
ともに、対策地域外からの流入
車対策をH21年1月から実施。

窒素酸化物：
　　　16,450ﾄﾝ／年
粒子状物質：
　　　740ﾄﾝ／年

（平成17年度）
窒素酸化物：
　20,710ﾄﾝ／年
粒子状物質：
　1,670ﾄﾝ／年

（平成18年度）
窒素酸化物：
　19,360ﾄﾝ／年
粒子状物質：
　1,320ﾄﾝ／年

（平成19年度）
窒素酸化物：
　17,960ﾄﾝ／年
粒子状物質：
　1,100ﾄﾝ／年

＜未達成＞
H22目標（窒素酸化物16,450トン、粒
子状物質740トン）まで削減必要

＜達成可能＞
H17年度に実施した中間評価において、H22
年度の排出量を推計したところ、目標値とほ
ぼ同等となり、H22目標は達成可能

「大阪府自動車排出窒素酸化物
及び自動車排出粒子状物質総
量削減計画」の諸施策を関係機
関等と連携し、着実に実施すると
ともに、対策地域外からの流入
車対策をH21年1月から実施。

道路に面する地域の環境騒音 環境保全目標の概ね達成

（平成１７年度）
環境保全目標
達成戸数484, 923戸（評価
対象戸数574,786戸）

要請限度との比較
達成地点266地点 (測定地
点数302地点）

（平成１８年度）
環境保全目標
達成戸数507,638戸（評価対
象戸数596,732戸）

要請限度との比較
達成地点261地点（測定地点
数301地点）

（平成１９年度）
環境保全目標
達成戸数537,777戸（評価対象
戸数612,096戸）

要請限度との比較
達成地点278地点（測定地点
数306地点）

＜達成率　87.9%＞
H22目標の「概ね達成」に対して、
H19実績537,777戸（評価対象戸数
612,096戸）の達成戸数

＜達成に向け取組推進＞
H１９年度時点で達成率８７．９％であり、目
標達成のためには関係諸機関の連携の下、
さらなる自動車騒音対策の推進が必要。

「大阪府道路環境対策連絡会
議」において、関係諸機関と連携
を図りながら沿道の自動車騒音
の低減に向け低騒音舗装の敷
設・遮音壁の設置などの諸対策
を引き続き推進するとともに、同
会議において環境の状況を踏ま
え、今後講じるべき対策について
検討する。

環境農林水産部
 環境管理室
  交通環境課
（内線：3894・3895）

部局名

環境農林水産部
 みどり･都市環境室
  みどり推進課

（内線：2752）

環境農林水産部
 環境管理室
  交通環境課
（内線：3894・3895）

屋上・壁面緑化

市街化区域における樹林・樹木
で被われた面積の割合（緑被率）

府営公園

項　　　目
進捗状況 目標に対する

達成状況
最新の実績を踏まえた

目標達成の見通し

自動車排出大気汚染物質排出
量

木材・木質資源の利用

二酸化窒素及び浮遊粒子状物質
の環境保全目標達成率

※１　　集団回収量含む

目標達成に向けた方策等
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環境総合計画
に掲げた目標
平成２２年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度

部局名
進捗状況 目標に対する

達成状況
項　　　目

最新の実績を踏まえた
目標達成の見通し

目標達成に向けた方策等

　２　廃棄物の適正処理

一般廃棄物最終処分量
56万ﾄﾝ／年
（廃棄物処理計画改定後目標
 56万トン)

（平成17年度）
70万ﾄﾝ／年

（平成18年度）
67万ﾄﾝ／年

（平成19年度）
63万ﾄﾝ／年

＜88％（H22目標）＞
H22目標56万トン/年に対するH19実
績63万トン/年の達成率

＜達成見込み＞
廃棄物処理計画の17年度目標（84万トン）を
達成（17年度実績70万トン）しており、概ね達
成できると考える。

環境農林水産部
 循環型社会推進室
  資源循環課
（内線：3819）

産業廃棄物最終処分量
 100万ﾄﾝ／年
（廃棄物処理計画改定後目標
53万トン)

＜149％達成（改定前目標）＞
H22目標100万トン／年をH17年度
実績で達成(H19年3月にH22目標を
53万トン／年に変更)

・Ｈ17年度時点ですでに目標達成。
・Ｈ19年3月の「大阪府廃棄物処理計画」の改
定に併せ、より減量化を推進する方向で目標
の改定を行ったが、産業廃棄物は、改定以
後は排出量等のデータがないため現時点で
の改定目標値に対する評価不可。

環境農林水産部
 循環型社会推進室
  産業廃棄物指導課
（内線：3825）

　３　大気環境の保全

環境保全目標の達成

二酸化窒素：一般局100％
　　　　　　　　自排局87.2％
浮遊粒子状物質：
　　　　　　　　一般局97.1％
　　　　　　　　自排局94.4％

二酸化窒素：一般局100％
　　　　　　　　自排局94.6％
浮遊粒子状物質：
　　　　　　　　一般局98.5％
　　　　　　　　自排局97.1％

二酸化窒素：一般局100％
　　　　　　　　自排局100％
浮遊粒子状物質：
　　　　　　　　一般局100％
　　　　　　　　自排局100％

＜達成＞
二酸化窒素及び浮遊粒子状物質と
も100％達成。

＜達成見込み＞
H22目標は達成する見込みであるが、気象条
件や社会経済の変動に影響されるため、確
実な達成をめざして、局地汚染地域の解消
や対策地域外からの流入車への対応等が必
要

「大阪府自動車排出窒素酸化物
及び自動車排出粒子状物質総
量削減計画」の諸施策を関係機
関等と連携し、着実に実施すると
ともに、対策地域外からの流入
車対策をH21年1月から実施。

窒素酸化物：
    43,860トン／年
粒子状物質：
    16,220トン／年
（粒子状物質は、二次生成物質も
含む）

（平成16年度）
窒素酸化物：
 工場等　14,340トン／年
 自動車　21,550トン／年
粒子状物質：
 工場等　1,360トン／年
 自動車  1,820トン／年
（工場の粉じん及び二次生
成物質については未集計）

（平成17年度）
窒素酸化物：
 工場等　13,850トン／年
 自動車　20,710トン／年
粒子状物質：
 工場等    890トン／年
 自動車  1,670トン／年
（工場の粉じん及び二次生
成物質については未集計）

（平成18年度）
窒素酸化物：
 工場等　13,600トン／年
 自動車　19,360トン／年
粒子状物質：
 工場等    1,263トン／年
 自動車    1,320トン／年
（工場の粉じん及び二次生成
物質については未集計）

＜現時点で評価不可＞
窒素酸化物は、船舶や民生部門等
からの排出量について、粒子状物
質では、二次生成物質等について
現時点で集計していないため評価
不可

＜達成見込み＞
工場等からの排出量が減少傾向であること、
自動車については、Ｈ１７年度に推計したＨ２
２年度の排出量が目標値とほぼ同等である
ことからＨ２２年度目標は達成可能。

「大阪府自動車排出窒素酸化物
及び自動車排出粒子状物質総
量削減計画」の諸施策を関係機
関等と連携し、着実に実施すると
ともに、対策地域外からの流入
車対策をH21年1月から実施。

　４　水環境の保全

＜健康項目　概ね達成＞
H20時点で概ね達成しており、引き続き達成
の見通し。

＜BOD（河川）　達成に向け取組推進＞
H20時点で達成率81.3%と達成率は向上して
きているが、H22目標達成にはさらなる汚濁
負荷削減対策が必要。

＜COD（海域）　達成に向け取組推進＞
H20時点で達成率50%であり、H22目標達成
にはさらなる汚濁負荷削減対策が必要。

COD　76ﾄﾝ/日
窒素　67ﾄﾝ/日
りん　4.3ﾄﾝ/日
（平成21年度）

（平成16年度）
COD　83ﾄﾝ/日
窒素　71ﾄﾝ/日
りん　4.8ﾄﾝ/日

－－－ －－－
COD、窒素、りんともに、5年毎に調
査実施。H21年度の状況については
今後集計予定。

＜達成見込み＞
第６次総量削減計画に掲げた各種施策の実
施により達成見込み。

第６次総量削減計画の諸施策を
関係機関等と連携し、着実に実
施する。

環境農林水産部
 環境管理室環境保全課
（内線：3854）

100%
89.6％（平成17年度）
※生活排水処理整備率
92.7％（平成17年度）

90.5％（平成18年度）
※生活排水処理整備率
93.4％（平成18年度）

91.4％（平成19年度）
※生活排水処理整備率
94.2％（平成19年度）

＜91.4%＞
H22目標100%に対するH19までの実
績91.4%の達成率

＜達成に向け取組推進＞
取組みにより処理率は向上してきているが、
目標達成のためには、一層の生活排水処理
施設の整備促進等の対策が必要。

大阪府生活排水対策推進会議
の取組みを通じて、下水道や合
併処理浄化槽などの処理施設の
効果的・計画的な整備促進を市
町村に働きかけるとともに、府民
啓発等を推進する。

環境農林水産部
 環境管理室環境保全課
（内線：3854）
健康医療部
 環境衛生課
（内線：2577）
都市整備部
 下水道室事業課
（内線：3959）

（平成17年度）
67万トン／年

環境農林水産部
 環境農林水産総合研究所
(06-6972-5862)
 環境管理室環境保全課
（内線：3854）

ＣＯＤ、窒素、りんの排出量

生活排水処理率
（汚水衛生処理率）

二酸化窒素及び浮遊粒子状物質
の環境保全目標達成率

環境農林水産部
 環境管理室
  環境保全課
　交通環境課
（内線：3895）

大気汚染物質排出量

公共用水域
（環境保全目標達成率）

健康項目　概ね100％

BOD（河川）概ね100%

COD（海域）概ね80%

健康項目　99.8%

BOD（河川） 71.3%

COD（海域） 40.0%

健康項目　99.8%

BOD（河川） 72.5%

COD（海域） 40.0%

健康項目　99.7%

BOD（河川） 81.3%

COD（海域） 40.0%

H19年3月に改定した「大阪府廃
棄物処理計画」に基づき、排出量
削減、再生利用の促進による最
終処分量の削減に努める。

H19年６月策定の第６次総量削
減計画等に基づき、生活排水処
理施設の整備などを進め、府域
河川や大阪湾に流入する汚濁負
荷のより一層の削減を図るととも
に、直接浄化や教育、啓発等の
各種対策を総合的に推進する。

＜健康項目　概ね達成＞
＜BOD（河川）　81.3%＞
＜COD（海域）　50%＞
H22目標（健康項目「概ね100%」、
BOD「概ね100%」、COD「概ね80%」）
に対するH20実績（健康項目99.7%、
BOD81.3%、COD40.0%）の達成率
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環境総合計画
に掲げた目標
平成２２年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度

部局名
進捗状況 目標に対する

達成状況
項　　　目

最新の実績を踏まえた
目標達成の見通し

目標達成に向けた方策等

干潟：36.8ha

＜干潟　達成不確定＞
H１8時点で達成率50%であり、達成率の進捗
に向けて取り組むが、H22目標達成は不確
定。

藻場：57.7ha
(水産課創造事業分)

＜藻場　達成済＞

　５　地盤環境の保全

地盤沈下を進行させない

・地盤沈下観測所における
　地下水位（43井）
　　上昇26ヶ所
　　下降17ヶ所
・地下水採取量
　　23万ｔ/日

・地盤沈下観測所における
　地下水位（33井）
　　上昇19ヶ所
　　下降14ヶ所
・地下水採取量
　　23万ｔ/日

・地盤沈下観測所における
　地下水位（33井）
　　上昇19ヶ所
　　下降14ヶ所
・地下水採取量
　　30万t/日
　　※条例改正し、20年度より
報告範囲拡大

＜概ね達成＞
地盤沈下の予兆としての地下水位
低下箇所はみられるものの、低下
は小幅にとどまっている。また、地
下水採取量も横ばい傾向であり、地
盤沈下は沈静化している。

＜達成可能＞
地盤高や地下水位に変動が見られるが、変
動幅は小さく、また、地下水採取量も横ばい
傾向にあり、目標の達成は可能と考えられ
る。

法・条例による地下水採取規制
や、地盤沈下観測所による地下
水位・地盤変動の監視など、現
在の取り組みを着実に実施す
る。

環境農林水産部
 環境管理室
  環境保全課
（内線：3809）

環境保全目標の概ね達成 81地点中76地点で達成 81地点中75地点で達成 79地点中74地点で達成
＜94%＞
H22目標「概ね達成」に対して、H20
の実績は93.7%の達成率

＜達成見込み＞
H18からH20まで目標を達成しており、H22年
度目標は達成可能。

H22目標は達成可能であり、現在
の取り組みを着実に実施する。

環境農林水産部
 環境農林水産総合研究所
（06-6972-5862）
 環境管理室
  環境保全課
（内線：3809）

汚染地の影響が周辺に及ばない
よう適切に管理されていること

生活環境の保全等に関する
条例（土壌汚染対策）に基づ
き土地所有者等を指導

生活環境の保全等に関する
条例（土壌汚染対策）に基づ
き土地所有者等を指導

生活環境の保全等に関する条
例（土壌汚染対策）に基づき土
地所有者等を指導

＜達成（H17目標）＞
生活環境の保全等に関する条例に
土壌汚染に関する規制等を追加し、
H16に施行済

＜達成済＞
生活環境の保全等に関する条例に土壌汚染
に関する規制等を追加し、H16に施行済

現在の取り組みを着実に実施

環境農林水産部
 環境管理室
  環境保全課
（内線：3809）

　６　騒音・振動の防止

一般地域の環境騒音 環境保全目標の概ね達成
（H17年度）
達成地点342地点(測定地点
数498地点）

（H18年度）
達成地点312地点(測定地点
数448地点）

（H19年度）
達成地点338地点(測定地点数
453地点）

＜74.6%＞
H22目標の「概ね達成」に対して、
H19実績338地点（測定地点数453
地点）の達成

＜達成に向け取組推進＞
H１９年度時点で達成率７４．６％であり、目
標達成のためには市町村等と連携した一般
地域に対するさらなる取り組みが必要。

一般地域の騒音対策について、
市町村など関係諸機関と協議・
連携しながらその取り組みの充
実を図る。

環境農林水産部
 環境管理室
  交通環境課
（内線：3894）

　７　有害化学物質による環境リスクの低減・管理

環境保全目標の概ね達成

環境保全目標達成地点数
／測定地点数
大気：50地点/50地点
河川水質：67地点/75地点
河川底質：73地点/75地点
海域水質：12地点/12地点
海域底質：12地点/12地点
地下水質：29地点/29地点
土壌：37地点/37地点

環境保全目標達成地点数／
測定地点数
大気：45地点/45地点
河川水質：67地点/75地点
河川底質：71地点/75地点
海域水質：12地点/12地点
海域底質：12地点/12地点
地下水質：28地点/28地点
土壌：37地点/37地点

環境保全目標達成地点数／
測定地点数
大気：40地点/40地点
河川水質：73地点/78地点
河川底質：75地点/79地点
海域水質：12地点/12地点
海域底質：12地点/12地点
地下水質：17地点/17地点
土壌：27地点/27地点

＜大気：達成＞
＜河川水質：94%＞
＜河川底質：95%＞
＜海域水質：達成＞
＜海域底質：達成＞
＜地下水質：達成＞
＜土壌：達成＞
H20年度の測定地点数に対する環
境保全目標達成地点数の割合

〈大気・海域・地下水・土壌〉
＜達成見込み＞
　H20時点で達成率100％であり、引き続き達
成の見通し
〈河川水質・底質〉
＜達成に向け取組推進＞
　過去の汚染の蓄積が影響している可能性
が高く、目標達成のためには、対策を効率的
かつ継続して進めることが必要

〈大気・海域・地下水・土壌〉
　目標を達成しており、現在の取
組を着実に実施
〈河川水質・底質〉
　環境基準超過地点について
は、原因究明調査及び流域事業
所に対する指導を行い、現にダイ
オキシン類が蓄積している底質
については、調査及び着実な浄
化対策に取り組む

環境農林水産部
 環境管理室環境保全課
（内線：3854）
環境農林水産総合研究所
（06-6972-5865）

平成17年度の目標排出量よりさ
らに削減
【Ｈ１７の目標】
ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類特別措置法で定める
特定施設から排出されるﾀﾞｲｵｷｼ
ﾝ類の量を平成12年度の89.4gか
ら約4割削減

13.0ｇ 10.8g 8.4g
＜達成＞
H12年度比で90.6%削減し、H22目標
を達成

＜達成済＞
H17目標を大幅に下回り削減済み

既にH17目標を大幅に下回って
いる。今後もこのレベルを維持す
るよう事業者を指導。

環境農林水産部
 環境管理室
  事業所指導課
（内線：3873）

その他の化学物質
環境リスクの高い化学物質につ
いて排出量を削減

ＰＲＴＲ法に基づく第５回目
（平成17年度）の排出量の
集計結果：25,744トン

ＰＲＴＲ法に基づく第６回目
（平成18年度）の排出量の集
計結果：22,975トン

ＰＲＴＲ法に基づく第７回目（平
成19年度）の排出量の集計結
果：20,307トン

＜概ね達成＞
PRTR法に基づき集計している化学
物質排出量は着実に削減されてい
る。

＜達成可能＞
　PRTR法に加え、府条例に基づく適正管理
を促進することにより、H22目標に掲げるリス
ク削減が着実に進むことが見込まれる。

　更に環境リスクの低減を目指し
て、事業者による自主的取組み
が着実に行われるようにするた
め、H18年度に改正した府条例に
基づく府独自の制度により推進

環境農林水産部
 環境管理室
  環境保全課
（内線：3808）

　８　環境保健対策及び公害紛争処理

環境保健サーベイランスシステム
の運用手法を確立

国のサーベイランス調査に
協力した。
対象者数
　３歳児　1,198名
　６歳児　1,345名

国のサーベイランス調査に
協力した。
対象者数
　３歳児　1,200名
　６歳児　1,241名

国のサーベイランス調査に協
力した。
対象者数
　３歳児　1,155名
　６歳児　1,281名

＜達成＞
国のサーベイランスシステムが体系
的に本格稼動したことにより、府独
自の健康モニタリングについてはH
１５年度で事業終了。

＜達成済＞
府独自の健康モニタリングについては、H１５
年度で事業が終了した。

引き続き、国のサーベイランス調
査に協力する。

健康医療部
 環境衛生課
（内線：2579）

都市整備部
　港湾局
（内線：8322-709）
環境農林水産部
 水産課
（内線：2767）

地盤沈下

大阪湾の浅海域における干潟、
藻場の保全・再生

干潟：63.4ha
藻場：47.7ha

干潟：36.8ha
藻場：49.7ha
（水産課創造事業分）

干潟：36.8ha
藻場：49.7ha
（水産課創造事業分）

　干潟については、浚渫土砂の
有効活用を図るべく、人工干潟
へ優先的に投入が行われる関係
機関と協議・調整し、投入土砂の
確保に努める。

＜干潟　50%＞
＜藻場　達成（121%）＞
H22目標（干潟63.4ha、藻場47.7ha）
に対するH20までの実績（干潟
31.4、藻場57.7）の達成率

地下水汚染

土壌汚染

ダイオキシン類

健康モニタリング
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環境総合計画
に掲げた目標
平成２２年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度

部局名
進捗状況 目標に対する

達成状況
項　　　目

最新の実績を踏まえた
目標達成の見通し

目標達成に向けた方策等

Ⅲ　豊かな自然との共生や文化が実感できる魅力ある地域の実現（共生・魅力）
　１　生物多様性の確保

ﾈｯﾄﾜｰｸの拠点となる学校、公共
施設などでﾋﾞｵﾄｰﾌﾟ整備を推進

モデル地域においてＮＰＯ、
専門家、国、府、市でＷＧを
組織しエコロジカルネット
ワーク形成手法を検討した

国･府・市でWGを組織し、市
街地におけるエコロジカル
ネットワーク形成手法を検討
した

エコロジカルネットワーク形成
手法を検討した

＜未達成＞
トラスト協会が支援するビオトープづ
くりのほか学校、公共施設等におい
てもビオトープづくりが進められネッ
トワークがひろげられている。

＜達成可能＞
学校・公共施設等におけるビオトープづくりが
すすんでおり、今後とも自主的なビオトープづ
くりが展開される。

引き続きビオトープづくりの支援
を続けるとともに、自主的なビオ
トープづくりの支援につとめる。

環境農林水産部
 みどり･都市環境室
  みどり推進課
（内線：2745）

新たに560haの鳥獣保護区の設
定を目指す

- -
新規指定1,080ha
(H20年度末現在 11,701ha)

＜達成＞
H22目標560haを大幅に上回る面積
の鳥獣保護区を設定

＜達成済＞ －
環境農林水産部
 動物愛護畜産課
（内線：2746）

二次的自然環境の保全やﾐﾃｨｹﾞｰ
ｼｮﾝの手法の研究・普及

生物生息ポテンシャル地図
（自然度評価マップ）を作成
し、ネットワークの手法を検
討した

ネットワークの手法を検討し
た

ネットワークの手法を検討した
＜概ね達成＞
生物生息ポテンシャル地図（自然度
評価マップ）を作成

＜達成見込み＞
生物生息ポテンシャル地図（自然度評価マッ
プ）の作成を行なうなど概ね達成

引き続き研究機関と連携し取り
組む

環境農林水産部
 みどり･都市環境室
  みどり推進課
（内線：2745）

愛鳥ﾓﾃﾞﾙ校を30校指定 14校 17校 17校

＜57％＞
H22目標30校に対するH20までの実
績17校の達成率
（目標は、H18年度に策定した「第10
次鳥獣保護事業計画」において22
校に変更（計画期間：H23年度ま
で））

＜達成困難＞

指定校の児童・生徒が府営公園
等で野鳥観察会を行おうとする
際に、府鳥獣保護員をアドバイ
ザーとして派遣するなど、内容の
充実を図る。

環境農林水産部
 動物愛護畜産課
（内線：2746）

　２　自然環境の保全・回復・創出

「ｴｺﾛｼﾞｶﾙﾈｯﾄﾜｰｸ軸」の創出
ｴｺﾛｼﾞｶﾙﾈｯﾄﾜｰｸ軸が設定され、
様々な自然環境の保全・創造に
関する取組みを進める

モデル地域においてＮＰＯ、
専門家、国、府、市でＷＧを
組織しエコロジカルネット
ワーク形成手法を検討した

国･府・市でWGを組織し、市
街地におけるエコロジカル
ネットワーク形成手法を検討
した

府・市で勉強会を行い、エコロ
ジカルネットワーク形成手法を
検討した

＜概ね達成＞
モデル地域においてエコロジカル
ネットワーク形成手法を整理

ＮＰＯ、国、府、市等と連携しモデル地域にお
いてエコロジカルネットワークの手法を検討を
行なうことにより達成可能

引き続きＮＰＯ、国、市町村と連
携し取り組む

府立自然公園の指定
泉州地域などにおいて府立自然
公園を指定

指定可能地域の選定等にあ
たっての基礎データの収集

指定候補地の選定。公園計
画作成に向けた保護及び利
用の計画を作成するための
調査。

指定候補地について市町との
調整。地権者等との協議。

＜未達成＞
地元地区協議会を開催し、関係者
との調整・協議を実施。

＜達成可能＞
H21年度には指定候補地について地元関係
調整を行い、原案の作成を行うなど、H22目
標は達成可能

今後は地元関係者との協議調整
を実施し、指定をめざす

二次的自然環境の象徴である雑
木林の300ha以上で、府民参加に
よる保全活動を推進

トラスト協会を軸にＮＰＯとの
連携を進め、保全活動を推
進した
H１８の活動面積　217.6ha

トラスト協会を軸にＮＰＯとの
連携を進め、保全活動を推
進した
H１９の活動面積　217.6ha

トラスト協会を軸にＮＰＯとの連
携を進め、保全活動を推進し
た
H２０の活動面積　217.6ha

＜73%＞
トラスト協会を中心に、府民参加の
保全活動を行うＮＰＯ団体の活動な
どが定着。H22目標300haに対する
H20の活動面積　217.6haの達成率

＜達成可能＞
トラスト協会を軸にＮＰＯとの連携を進め、保
全活動を推進することにより達成可能

引き続きＮＰＯと連携し取り組む

自然海浜保全地区の維持・利活用
自然海浜保全地区を維持し、そ
の利活用を促進

岬町に助成を行い、自然海
浜保全地区内のトイレの維
持管理やごみの回収を行う
とともに、「なぎさの楽校」等
で環境学習の場として利活
用

岬町に助成を行い、自然海
浜保全地区内のトイレの維
持管理やごみの回収を行う
とともに、「なぎさの楽校」等
で環境学習の場として利活
用

岬町に助成を行い、自然海浜
保全地区内のトイレの維持管
理やごみの回収を行うととも
に、「なぎさの楽校」等で環境
学習の場として利活用

＜概ね達成＞
岬町を通じての維持管理を行ってお
り、「なぎさの楽校」等で環境学習の
場として活用されている。

＜達成可能＞
岬町との連携により、現在、自然海浜保全地
区は良好に維持活用できており、引き続き、
現在の施策を行うことにより、目標達成可能

目標達成を維持するため、引き
続き、岬町に助成を行うととも
に、環境学習の場として利活用を
行う。

環境農林水産部
 環境管理室
  環境保全課
（内線：3854）

　３　自然とのふれあいの場の活用

年間300万人以上 135万人 137万人 144万人
＜48%＞
H22目標300万人に対するH20実績
144万人の達成率

＜達成困難＞
広報活動を実施しているが、利用者はここ数
年横ばいであり、目標達成は厳しい状況にあ
る

周辺山系施設を安全で快適に利
用できるよう、継続して管理を実
施するとともに、広報活動を積極
的に行う

年間2万人以上 3.2万人 3.3万人 3.7万人
＜達成＞
H22目標2万人を大幅に上回り達成

＜達成済＞
現在の取り組みを着実に実施

環境農林水産部
 みどり･都市環境室
  みどり推進課
（内線：2745　）

府民参加による自然環境保全活
動の推進

周辺山系の自然と親しむ機会を
持った府民の数

環境農林水産部
 みどり･都市環境室
  みどり推進課
（内線：2755）里山の自然学校「紀泉わいわい

村」（構想時名称「紀泉ふれあい
自然塾」）の利用者数

生物多様性の確保

-
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環境総合計画
に掲げた目標
平成２２年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度

部局名
進捗状況 目標に対する

達成状況
項　　　目

最新の実績を踏まえた
目標達成の見通し

目標達成に向けた方策等

2箇所
89%（基盤整備）
0%（環境整備）

94%（基盤整備）
0%（環境整備）

98%（基盤整備）
0%（環境整備）

＜未達成＞
現在、埋立などの基盤整備を行って
いる段階

＜達成困難＞
H20時点で達成率９８％（漁港基盤整備）であ
り、今後上物整備として取り組む予定の漁港
環境整備は着手時期が未定であり、Ｈ22目
標達成は困難。

府財政の健全化を進める中で、
漁港環境整備事業の早期着手を
目指す。

環境農林水産部
 水産課
（内線：2766）

　４　潤いとやすらぎのある都市空間の形成・活用

15％を目指して緑化を推進
＜66%＞
H22目標15%に対して、H15実績9.9%
の達成率

＜現時点で算出不可＞
H24年度に実施する緑被率調査結果をふま
え、各種施策の見直しを行い、目標の達成に
努める。

地域緑化プランの策定率
各市町村1箇所以上の地域での
緑化プランを策定

3市町において、３つの地域
緑化推進委員会を設置し、
地域緑化プラン策定を支援

６市町において、６つの地域
緑化推進委員会を設置し、
地域緑化プラン策定を支援

６市において、７つの地域緑化
推進委員会を設置し、地域緑
化プラン策定を支援

＜44%＞
H22目標43市町村に対してH20まで
の実績19市町の達成率

＜達成困難＞
現在の進捗状況では、達成困難。

地域緑化委員会未設立の市町
村に対し、積極的に委員会設立
に向け働きかける。

　５　美しい景観の形成

40km 19.4km 23.1km 34.2km
＜85%＞
H22目標40.0kmに対するH19までの
実績34.2kmの達成率

＜達成の見込み＞
継続箇所について、引き続き事業を進めると
ともに、新規箇所についても事業着手を行
い、当面の目標である「無電柱化推進計画」
の達成に向け、鋭意取り組んでいく。

「無電柱化推進計画」の基本的
方針である、
１）まちなかの幹線道路での重点
整備
２）都市景観に加え、防災対策
（緊急輸送道路・避難地の確
保）、バリアフリー化等の観点か
らの整備
３）良好な都市環境・住環境の形
成や歴史的街並みの保全等が
特に必要な地区
においては、主要な非幹線道路
も含めた面的な整備を実施す
る。

都市整備部
 交通道路室
　道路環境課
（内線：2926）

生活・文化の反映である良好な
都市景観の創造・保全、並びに
歴史的景観や自然景観の保全・
創造を図ることにより、個性と魅
力に富む都市空間と潤いと愛着
を感じることのできる生活空間を
創造

景観条例に基づく｢景観形成
地域｣指定の検討及び既指
定地域での特定行為の届出
に対して指導

(指定状況
　　平成12年度：4道路軸、
　　13年度：1道路軸、
　　14年度：1道路軸、
　　15年度：1河川軸　)

（届出件数：39件）

景観条例に基づく｢景観形成
地域｣指定の検討及び既指
定地域での特定行為の届出
に対して指導

(指定状況
　　平成12年度：4道路軸、
　　13年度：1道路軸、
　　14年度：1道路軸、
　　15年度：1河川軸　)

（届出件数：47件）

「景観法」に基づく届出制度
に移行するため条例改正を
行った。

景観条例に基づく｢景観形成地
域｣での特定行為の届出に対
して指導
（指定状況
     平成20年度
           9月末まで：6道路軸
                          1河川軸
            10月から：2道路軸）
景観法に基づく景観計画に定
める「景観計画区域」指定の検
討及び既指定区域での行為の
届出に対して指導
(指定状況
　　平成20年度：5道路軸、
　　　　　　　　　　 1河川軸
　　　　　　　　　　 1山並み軸)

（届出件数：計27件）
景観法に基づく「景観計画」を
策定した。

＜概ね達成＞
景観法に基づく景観計画に定める
景観計画区域を順次指定し、区域
内での届出に対して、基準に基づき
指導を行っている。

＜達成可能＞
景観法に基づく届出制度に移行することによ
り、さらに効果を上げ、目標達成は可能。

現行各施策の継続実施。

住宅まちづくり部
 建築指導室
  建築企画課
（内線：3028）

　６　歴史的文化的環境の形成

50% （未調査） （未調査） （未調査）
＜72%＞
H22目標50％に対してH17年36％の
達成率

＜評価不可＞
項目設定に不備があり、達成度測定が困
難。

ー
教育委員会
 文化財保護課
（内線：3491）

府内のすべての市町村で１箇所
以上の登録文化財を登録

32市町村 33市町村 33市町村
＜77%＞
H22目標43市町村に対してH20まで
の実績33市町の達成率

＜達成不確定＞
H20年度においても登録件数は順調に増加
したが、いずれも既登録の市町村からの登
録であり、新たに登録する市町村はなかった
ことから、H22での目標達成は困難になりつ
つある。

目標達成は難しくなっているが、
今後も引き続き、府内各市町村
と連携し、登録可能な建造物の
掘り起こしに取り組む。

教育委員会
 文化財保護課
（内線：3491）

市街化区域における樹林・樹木
で被われた面積の割合

環境農林水産部
 みどり･都市環境室
  みどり推進課
（内線：2742）

府管理道路における電線類地中
化の総延長

美しい景観の形成

（平成14年度）9.9%
（概ね10年ごとに調査を実施）

一定期間内に府内の文化財を見
に行ったことがある府民の割合

登録文化財の数

「ふれあい漁港・漁村」の整備箇
所数

-
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環境総合計画
に掲げた目標
平成２２年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度

部局名
進捗状況 目標に対する

達成状況
項　　　目

最新の実績を踏まえた
目標達成の見通し

目標達成に向けた方策等

Ⅳ　すべての主体が積極的に参加し行動する社会の実現（参加）
　１　パートナシップによる環境保全活動の促進

ボランティアの森の設定
一定面積の森林を有する30市町
村で設定

ガイドラインに基づき14市町
村で18団体が森づくり活動
を展開中

ガイドラインに基づき14市町
村で18団体が森づくり活動を
展開中

ガイドラインに基づき16市町村
で19団体が森づくり活動を展
開中

＜53%＞
H22目標30市町村に対し、H20実績
16市町村の達成率

＜達成困難＞
約半数の市町村で森づくり委員会が活動して
いるが、残る市町村で同委員会の設置が難
航。引き続き目標達成に努力。

おおさか「山の日」の普及啓発に
努め森づくり活動への府民の関
心を喚起する。

環境農林水産部
 みどり・都市環境室
  みどり推進課
（内線：2752）

漁民の森づくり 府内5ヵ所で実施 府内4ヵ所で実施 府内4カ所で実施 府内4カ所で実施
＜80%＞
H22目標5ヵ所の内4カ所を達成

＜達成可能＞
H19年度時点で達成率80％であり、Ｈ22年度
目標は達成可能。

H22目標の達成に向けて、現在
の取り組みを着実に推進。

環境農林水産部
 水産課
（内線：2765）

森林・里山保全活動 年間1,000人以上の子どもが参加
5,604人
「学校の森」活動及び「紀泉
わいわい村」参加者数

4,786人
「学校の森」活動及び「紀泉
わいわい村」参加者数

5,426人
「学校の森」活動及び「紀泉わ
いわい村」参加者数

＜達成＞
H22目標年間1,000人を大幅に上回
り達成

＜達成済＞ －

環境農林水産部
 みどり・都市環境室
  みどり推進課
（内線：2755・2752）

年間50人の認定・登録 制度創設に向け検討中 制度創設に向け検討中 制度創設に向け検討中
＜未達成＞
制度創設に向け検討中

＜達成困難＞
類似の取り組みが各地で行われているた
め、それらとの調整が必要

様々な取り組みについての情報
交換を行い、効率的でより良い制
度のあり方を検討する

環境農林水産部
 みどり･都市環境室
  みどり推進課
（内線：2755）

棚田ボランティア 500人 149人 151人 156人
＜31%＞
H22目標500人に対するH20までの
実績156人の達成率

＜達成困難＞
目標達成に向けて引き続き努力を行う。

活動状況の啓発活動等を実施
し、府民への周知を図る。

環境農林水産部
 農政室
　整備課
（内線：2775）

ため池環境コミュニティ 30地区 17地区 19地区 19地区
＜63%＞
H22目標30地区に対するH20実績19
地区の達成率

＜達成見込み＞
目標達成に向けて引き続き努力を行う。

積極的な活動を実施しているコ
ミュニティの経験を収集・蓄積し、
情報の共有化を図りオアシス整
備したため池でコミュニティへの
参加を呼びかけていく。

環境農林水産部
 農政室
　整備課
（内線：2774）

小中学校30校を選定・活動の実
施

21校 15校 20校
＜67%＞
H22目標30校に対するH20実績20校
の達成率

＜達成可能＞
現在の取り組みを継続すればほぼ達成可能

府内小中学校に対して森林体験
学習の普及・啓発に努める。

環境農林水産部
 みどり・都市環境室
  みどり推進課
（内線：2755・2752）

・自然体験活動の実施
・活動リーダーの養成

府民の森パークレンジャー
による自然体験活動を実施

府民の森パークレンジャーに
よる自然体験活動を実施

府民の森パークレンジャーに
よる自然体験活動を実施

＜概ね達成＞
継続して自然体験活動を実施して
いる

＜達成可能＞
現在の取り組みを継続すれば達成可能

現在の取り組みを着実に実施す
る

環境農林水産部
 みどり･都市環境室
  みどり推進課
（内線：2755）

300クラブ 174クラブ 173クラブ 162クラブ
＜54%＞
H22目標300クラブに対するH20の実
績162クラブの達成率

＜達成困難＞
クラブの登録数は横ばいの状況で、目標達
成は困難

・こどもエコクラブのＰＲ活動の拡
大
・登録事務局である市町村にクラ
ブ登録の拡大を要請
・サポーターのスキルアップ講習
会の開催
・イベント等の環境学習・活動の
場の提供

環境農林水産総合研究所
（06-6972-7666）

　２　環境教育・環境学習の推進

・府内すべての小・中・高校に対
し、「総合的な学習の時間」等を
活用した体験的な環境教育・環
境学習の場の提供

・環境NGO・NPOと連携し、体験
学習ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰや環境学習ﾘｰﾀﾞｰ
を学校や職場などの要請に応じ
て出向いていくｼｽﾃﾑの整備

【主要な取り組み】
環境ＮＰＯから講師を派遣
し、体験型の教員向け環境
教育研修会を実施（平成18
年度   12市町19回）

環境学習ハンドブック２００６
の利用促進

【主要な取り組み】
環境ＮＰＯから講師を派遣
し、体験型の教員向け環境
教育研修会を実施（平成19
年度   17市町11回）

【主要な取り組み】
・環境農林水産総合研究所の
各研究機関において、環境月
間を中心に、小学校と連携した
環境教室「子ども体験スクー
ル」を実施（平成20年度　405
人）

＜概ね達成＞
環境NPO等の専門家を講師として、
公立小学校(大阪市を除く）の児童
への出前講座や公立小中高等学校
教員（大阪市除く）向けの環境教育
研修を、H16～19年度に延べ63市
町74回行うとともに、小学校向けに
改定した環境学習プログラム等を周
知するなど、環境教育・環境学習の
場を提供

＜達成可能＞
現在の取り組みを継続すれば達成可能

現在の取り組みを着実に実施す
る

環境農林水産部
 みどり・都市環境室
  地球環境課
　　　（内線:2751）
　みどり推進課
　　　（内線:2745）
 環境農林水産総合研究所
（06-6972-7666）

学校における環境教育・環境学
習の推進

「学校の森」活動のモデル校の選
定

「府民の森」のﾌｨｰﾙﾄﾞとしての活
用

「こどもエコクラブ」の登録クラブ
数

里山ｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰの養成・認定派
遣制度の創設

-
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環境総合計画
に掲げた目標
平成２２年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度

部局名
進捗状況 目標に対する

達成状況
項　　　目

最新の実績を踏まえた
目標達成の見通し

目標達成に向けた方策等

・地域の人材を活用した体験学習
ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰや環境学習ﾘｰﾀﾞｰの養
成

・総合的な環境学習ｼｽﾃﾑの構築
を図るために、環境学習に役立
つ環境情報を収集・整理し、提供
できる総合的な環境情報発信拠
点の整備

・府内における体験的な環境学
習ﾌｨｰﾙﾄﾞの整備

【主要な取り組み】
・地域の環境活動の指導的
役割を果たす環境コーディ
ネイターを養成するための
「なにわ環境塾」を開催、22
人が受講

・「かけはし」において、情報
交流や広報紙、研究会、交
流会等を開催しＮＰＯ等の活
動を支援

・平成18年５月に環境情報
プラザに１０名程度が利用で
きる小会議室を開設

・整備した里山の自然学校
「紀泉わいわい村」における
環境学習の利用促進

【主要な取り組み】
・地域の環境活動において
子ども達の指導的役割を担
う「こどもエコクラブ」サポー
ターや学校教員を対象に、
活動に関する技能向上を図
るための支援講習を実施

・「かけはし」において、情報
交流や広報紙の発行、交流
会等を開催しＮＰＯ等の活動
を支援

・整備した里山の自然学校
「紀泉わいわい村」における
環境学習の利用促進

・地域の環境活動において子
ども達の指導的役割を担う「こ
どもエコクラブ」サポーターや
学校教員を対象に、活動に関
する技能向上を図る支援講習
を実施

・「かけはし」において、情報交
流や広報紙の作成、交流会、
セミナー等を開催しＮＰＯ等の
活動を支援

・環境農林水産総合研究所の
各研究機関において、夏休み
を中心に、体験イベントを実施
（平成20年度　333人）

・整備した里山の自然学校「紀
泉わいわい村」における環境
学習の利用促進

＜概ね達成＞
・地域の環境コーディネイターを育
てる「なにわ環境塾」を開催し、多く
の修了者が新たな環境活動を展開
するなど活躍

・環境情報発信拠点である環境情
報プラザをH15年2月に開設

・H16年度、環境情報プラザに環境
実験室「いこらぼ｣を開設

・H17年度、環境情報プラザに情報
交流ネットワーク「かけはし」を開設

・H18年度に環境情報プラザに小会
議室を開設

・体験型の環境学習拠点である里
山の自然学校「紀泉わいわい村」を
H15年4月に開園

＜達成可能＞
H22には達成可能（一部達成）

現在の取り組みを着実に実施

環境農林水産部
 みどり・都市環境室
  みどり推進課
（内線：2755）
　環境農林水産総合研究所
（06-6972-7666）

　３　事業活動における環境への配慮

運用を踏まえ、適用範囲の拡大
など制度の拡充

制度化に向けて調査・検討
を行った。

制度化に向けて調査・検討
を行った。

制度化に向けて調査・検討を
行った。

＜未達成＞
制度化に向け調査・検討を行ってい
る段階。
なお、H15年度に、より早い段階か
ら環境への配慮がなされるよう、現
行条例の「技術指針」に「事業計画
策定に当たっての環境配慮の実施
手順」を定めた。

＜達成の見込み＞
H21.6.29に開催した第34回大阪府環境影響
評価審査会において、計画策定の早期段階
での環境配慮の促進を図るために必要な「技
術指針」の改定について了承された。8月中
を目途に告示を行う予定。

告示後、事業者に対し改定内容
について周知し、適切な指導を
行っていく。

環境農林水産部
 環境管理室
  環境保全課
（内線：3855）

1，000件以上 2,044件 2,318件 2,618件
＜達成＞
H22目標1,000件を大幅に超えて達
成

＜達成済＞ －

環境農林水産部
 みどり･都市環境室
  地球環境課
（内線：3893）

社会における環境教育・環境学
習の推進

戦略的環境アセスメントの制度化
及びその運用

ISO14001認証取得及び環境活
動評価プログラム登録件数

-
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大阪府環境審議会からの意見 

平成 20 年度の主要施策の進捗状況について、第３9 回環境審議会（平成２1 年１１月 2７日開催）

において報告しました。報告に対して委員から寄せられた意見と、それに対する府の考え方は以下のと

おりです。 

意   見 府の考え方 

環境に関する施策の展開

にあたっては、環境問題が全

国的・世界的な問題であるこ

とを十分に意識されたい。 

 地球温暖化・廃棄物・大気・水質等、環境に関する課題は、府県の

枠を超えるものも多いことから、施策の展開にあたっては、国・他府

県等と連携を密にして実施しているところです。 

なお、現在、新しい環境総合計画の基本的事項について、環境審議

会環境総合計画部会で審議中ですが、広域連携の視点の重要性につい

ても意見が出されています。 

河川水質の環境保全目標

の達成を図るためには、水質

の悪い河川に重点的に目を

向けた対策が重要と考える。 

府域の河川の水質は長期的に改善の傾向にありますが、ご指摘のと

おり、水質に係る環境保全目標を達成できていない河川も依然として

残っています。また、環境保全目標を達成していても、魅力的な河川

とするには、さらなる水質改善が必要な河川もあります。 

こうした河川を中心に水質改善が進むよう、下水道や浄化槽の普

及、工場・事業場に対する規制指導、生活排水対策の啓発、水循環の

再生などの諸施策に取り組んでまいります。 

雨水利用を促進すること

により、水を大切にする府民

意識が高まることが期待さ

れるので、積極的に施策を進

められたい。 

雨水利用は、私たちの生活の中で、身近な形で水の大切さを意識で

きる取組みの一つであり、その実践は、健全な水循環の再生や治水対

策など幅広い効果が期待できます。 

府では、雨水利用を促進するため、平成 17 年度に「おおさかレイ

ンボウぷろじぇくと」をスタートさせました。ＮＰＯによる学校への

雨水タンクの設置や環境学習の活動、府内の複数市による雨水タンク

設置に対する補助の実施など、取組みは徐々に広がってきています。

今後も、こうした活動を支援したり、取組みの状況をホームページ

等で紹介するなど、雨水利用の促進に取り組んでまいります。 

環境教育を進めるにあた

っては、府内一律で画一的に

行うのではなく、その地域の

地理的な特徴や歴史的背景

も踏まえた上で、地域ごとに

特徴を出す必要があるので

はないか。 

府内の環境教育を推進するため、府では「大阪府環境教育等推進方

針」を定め、大阪の自然的、社会的特色を踏まえた施策を推進するこ

ととしています。 

 府内には、豊かな自然環境や歴史的・文化的環境資源が多く存在し

ており、行政や企業、NPO などによって地域の環境資源を活用した

多様な取組みが行われています。 

府としては、府内の環境資源に関する情報や取組み事例などをデー

タベース化し情報提供することにより、地域の特徴を生かした環境教

育が促進されるよう努めてまいります。 

都市化が高度に進んだ大

阪において市街地の緑化を

進めるためには、府民・事業

者の方に経費負担も含めた

協力をお願いするような施

策が必要と考えるがどうか。 

緑化スペースの確保が困難な市街地において緑化を進めるため、平

成 18 年度より、一定規模以上の敷地において建築物の新増改築を行

う際に緑化を義務付ける制度を運用しています。本制度を市町村との

連携のもと効率的・効果的に運用するとともに、景観に配慮した良質

な緑を創出するため接道部の緑化を重点化するなど、制度の改革を進

めます。 

また、支援事業や顕彰制度の実施、緑化の先進技術の紹介等により、

民間事業者の自主的な取組みを促進します。 
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